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   開     会 

 

 

○小関勝助議長 おはようございます。 

 ただいまから平成26年第１回長井市議会臨時

会を開会いたします。 

 

 

   開     議 

 

 

○小関勝助議長 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、５番、小関

秀一議員１名であります。よって、ただいまの

出席議員は定足数に達しております。 

 なお、山形新聞社記者からパソコン、カメラ、

録音機の使用について申請があり、許可いたし

ましたのでご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程を

もって進めます。 

 なお、この日程につきましては、先ほど開催

されました議会運営委員会にお諮りし、内定を

見ておりますので、ご了承を願います。 

 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○小関勝助議長 日程第１、会議録署名議員の指

名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 10番 町 田 義 昭 議員 

 11番 佐々木 謙 二 議員 

 12番 安 部   隆 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○小関勝助議長 次に、日程第２、会期の決定で

あります。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日

１日といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 お諮りいたします。これから上程いたします

議案は、委員会付託を省略し、全員でご審議願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 異議なしと認めます。 

 よって、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 議案第１号 平成２５ 

 年度長井市一般会計補正予算第８ 

 号 

 

 

○小関勝助議長 それでは、日程第３、議案第１

号 平成25年度長井市一般会計補正予算第８号

の１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 議案第１号 平成25年度長井市一般会計補正

予算第８号についてご説明申し上げます。 

 第１条の債務負担行為の補正につきましては、

第１表、債務負担行為補正のとおり追加いたす

ものでございます。 
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 このたびの補正は、文教の杜を平成26年度か

ら引き続き指定管理者制度で管理いたすための

ものであり、長井の心の原点である文教の杜を

拠点として幸せを実感し、生き生きと暮らせる

魅力あるまちづくりのための施策を展開いたす

ため、必要な予算の限度額を設定いたすもので

ございます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上

げます。 

○小関勝助議長 提案者の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 このたびの補正予算につ

いては、おおむね賛成の立場からの、ちょっと

若干確認も含めた質問をさせていただきたいと

思いますが、これまでの文教の杜の指定管理者

については平成20年からのスタートと承知して

いますが、その際にさまざまな議論が行われた

ことを、過去の議事録をさまざま振り返ってみ

ますと承知するものです。中には、この文教の

杜という施設は博物館という位置づけなわけで

すけども、この博物館における学芸員の必要性

についての討論なども、さまざま議論なども行

われてきたようでありますが、博物館について

は例えばこれは登録博物館ではなくて博物館の

類似施設というふうな認識で当局がおられるか、

まずその点、ちょっと確認のための質問をさせ

ていただきたいと思いますが、これはじゃあ文

化生涯学習課長ですかね。 

○小関勝助議長 齋藤理喜夫文化生涯学習課長。 

○齋藤理喜夫文化生涯学習課長 お答え申し上げ

ます。 

 江口議員ご指摘のとおり、博物館というふう

なことではなくて博物館類似施設というふうな

ことになります。 

○小関勝助議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 そうしますと、学芸員と

いうのは必ずしも設置する必要はないというこ

とというふうに法的にはなっておりますが、こ

の施設については、さまざまな専門的な知識や

例えば技芸も含めて、そういった方々のサポー

トがないとなかなか円滑な運営ができないとい

うふうなことを言われておりました。 

 それで今、文教の杜友の会という組織も外郭

団体としてあるわけですけども、これについて、

当初は指定管理者受ける前から文教の杜、財団

がスタートしたときからこの友の会ができて、

財団を市民がですか、ファンがサポートしてい

こうというふうな、そういった趣旨で立ち上げ

られたというふうにも仄聞していますが、この

文教の杜友の会も現在247名の会員で、しかも

会費等々で年間70万円ほどが入ってると。この

運営については、さまざま会報を発行したり、

あるいは友の会でグッズというのかな、いろん

な商品を開発してそれを販売したりとか、そん

なこともサポートの活動の中身として入れてる

ようでございます。 

 これについて、外郭団体も本体と今後合流し

ていくというふうなことも考えていったほうが

いいのかなというふうな気もしております。と

いうのは、文教の杜については、本当に多くの

市民の方々の参画、あるいは参加によって開か

れた博物施設ということにしていくんだという

ことでありましょうから、そうしますと、あえ

て外郭として友の会を置くということではなく

て、本体と合流していくべきではないかという

ふうな思いもするんでありますが、その辺はど

なたかご答弁いただければありがたいと思いま

すが、ご所見を伺いたいと思います。じゃあ副

理事長の市長でいいですか、財団の副理事長。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 文教の杜友の会、現在247名の会員がいらっ

しゃるということで、江口議員からございまし

たようにグッズといいますか、さまざまなもの
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をつくっていただいて、それを財団のほうにご

寄附をいただき、来館された方への商品として

販売させていただき、大切な文教の杜のほうの

財源になっているというふうに伺っております。 

 ご質問の一般財団の文教の杜と文教の杜友の

会を一体化するということも必要なんじゃない

かと。友の会を取り込むということなんでしょ

うけども、これらにつきましては、やはり評議

員会、あるいは理事会等々でちょっと議論をま

だ全くしておりませんので、やはりまずは理事

会で理事の皆様のご意見なども頂戴しながら検

討していくべきことであろうというふうに思い

ます。 

 なお、財団そのものは設立のときの寄附行為

につきましては全て長井市のほうで出捐してる

ということでございますが、なかなか収入源と

しては、指定管理者制度でしていただいたこと

により長沼彫塑館の入館料、またこういったグ

ッズ販売というのが主な現在の収入源でありま

すが、やはり今後の、何でしょうかね、収入と

して見ていかなきゃいけない部分というのはた

くさんあると思うんですね。もちろん長井の心

の原点だということはあるわけですが、せっか

く長沼孝三先生からいろんな作品等々をご寄贈

いただいてますので、ちょっとなかなか難しい

んでしょうけども、先生の作品の図録とかです

ね、あるいは場合によっては作品のレプリカを

販売できるとかいうことを前々から望まれてい

るというふうに伺っております。 

 また、小桜館もやはり管理の中に入っており

ますんで、小桜館を活用したさまざまな例えば

展示とかワークショップすることによって少し

収益を見込めるものもあるんじゃないかなとい

うふうに思ってますし、また、最近ですとまち

なか美術館とかまちづくりＮＰＯセンターはじ

め、いろんな団体が文教の杜を中心として、特

に宮・小桜街区のまちを活性化しようというよ

うな取り組みなどもいろいろございますので、

そういった方々との連携によって、やはり財団

として盤石な基盤を築けるような、そういった

収入というものもこれから検討すれば、なかな

かおもしろい企画もできるんじゃないかなと考

えているところでございます。以上でございま

す。 

○小関勝助議長 ３番、江口忠博議員。 

○３番 江口忠博議員 ありがとうございました。

これから検討ということでありますが、よろし

く検討をいただきたいと思います。 

 冒頭申し上げた学芸員が必ず必要な施設では

ないということを確認いたしましたが、しかし

ながら、さまざまな専門的な知識を持った方々

があそこにかかわるということは大事なことだ

というふうな気もいたします。その中にあって、

市民の方々でもかなり専門的な知識、見識をお

持ちの方もたくさんいらっしゃいますし、もち

ろんそれぞれの専門の技芸をお持ちの方もいら

っしゃいますので、ぜひそういった方々をこれ

から文教の杜の中にサポーターとして取り込ん

でいただければなと思います。 

 今回の予算については、かねてからずっと懸

念されていました人材についてかなり踏み込ん

だ見解も述べていただきながら、ある程度手厚

い予算にしていただいたというふうに思ってお

ります。これについては、これからの人材養成

に関して一定の方向性をちゃんと見出せた予算

なのではないかなというふうな思いもしており

ますが、ほかの部分で、何遍も申し上げてちょ

っと恐縮ですけども、市民の方々の参画をどう

図っていくか、ふだんからサポーターとして。

例えば私は当初から漆器の調査についてはずっ

とかかわっておりまして、私以外でも例えば焼

き物であるとか、扇屋さんのほうに収蔵されて

おりますさまざまな日用品から工芸品から、そ

ういったものを分類して管理していくに当たっ

ては常勤の職員だけでは当然賄えないというこ

ともございますので、そういった意味で広く市
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民の方々にそういった活動といいましょうか、

お力添えもいただかなければいけないというふ

うな気は当初から私自身思っておりましたので、

これからもそういったことを積極的に活用する

ということをぜひ検討していただきたいなと思

いますが、その見解を市長から。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 一般財団法人文教の杜の運営にかかわる理事

会なり、あるいは評議員会でのさまざまなご意

見をいただいて運営をしているわけでございま

すが、市長というよりは理事会の中の一理事と

して今後理事会あるいは評議員会のほうに、た

だいま江口議員からありました文教の杜に対す

る、あるいは長沼孝三先生の長井の心であった

り、子供たちにも深く長井の心を持ってもらお

うということでいろんな教育現場でも文教の杜

についてはいろいろ紹介させていただいてるわ

けですけども、そういったことも鑑みましてぜ

ひ、より市民の心のふるさととして、芸術文化

の拠点として文教の杜を管理いただく財団の方

に何らかの形で参画できるような仕組みづくり、

そういったものなどをぜひ検討いただくように

お願いしてまいりたいなというふうに思います。 

 ちょっとここでは、やはり市のほうとはまた

違った財団でございますので、指定管理として

の教育委員会からのさまざまな要望等ももちろ

んお願いしていくことになるかと思いますが、

私のほうからは、副理事長の立場でございます

けども、理事会のほうにぜひ提案してまいりた

いというふうに思います。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 10番、町田義昭議員。 

○１０番 町田義昭議員 指定管理制度について

異議を申し上げるというものではないんですけ

ども、財団設立にかかわる経過資料を見させて

いただいた中で、指定管理者の団体としての資

格というんですか、果たしてこれが望ましい姿

であるのかなという点から申し上げると、どう

いうものかなと、少しの疑問が生じるのではな

いかなと私個人的には感じているんですけども、

受けるほうと出すほうが当局の市長をはじめ副

市長、そして教育長、三役が役員のメンバーと

して入っておられると。こういうことは今まで

の指定管理者制度の中では特異な状況でないの

かなというふうに感じておるんですけども、こ

の点について市長はいかがでしょうか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 町田議員のご質問にお答えした

いと思います。 

 町田議員もご承知のとおり、地方自治法の改

正が平成15年になされまして、いわゆる文教の

杜も含めた公の施設の運営については直営か、

もしくは指定管理者制度をとらなきゃいけない

という規定になったわけです。これはご承知の

とおりだと思います。その中で、ただいま町田

議員のご指摘のとおり、確かに例えばほかの文

化会館であったり、また図書館であったり、地

区公民館も長井市で行ってるわけですが、市と

は全く違った、あんまりかかわりのない会社、

あるいは団体等で行っていただいてるわけです

が、文教の杜を考えた場合、じゃあ直営ででき

るかといいますと、直営でできないわけでもな

いかもしれません。結局施設の管理ですから、

いらっしゃるお客様のご案内とか、あるいは彫

塑館は入館料をいただいてるわけですからその

徴収とか、あと小桜館についても使用料をいた

だいてるわけですからそういったものの管理と

か、それに加えてご寄贈いただいたさまざまな

文化財、あるいは美術品等々ございます。そう

いったものの保管とか管理、あるいは整理、こ

ういったこともお願いしているわけですけども、

その部分については市のほうで直営するといっ

た場合に、例えばそれなりの定時補助職員みた

いなものでやっていくと。学芸員については現

在のところ定年退職を迎える職員が１名、この
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３月ですね。あともう１名いるわけですけども、

それらの職員を専属にさせるとかということで

できないわけではないんでしょうけども、そう

しますと今度は文化生涯学習課という教育委員

会の中の職員が手薄になってしまうということ

で、したがって、直営するとしても相当な準備

が必要だろうというふうに思ってます。 

 一方で、今までみたいに一部委託ですと非常

にやりやすかったわけですけども、地方自治法

上はそれはできないということであり、長井市

で指定管理者の第１号が文教の杜であったわけ

ですが、それは以前にもお話ししましたように、

行革の一環としてできるだけ市のほうの負担が

少ないような形でお願いしたいという思惑が確

かにあったと思います。そんなことで、違法の

状況にしておけないということから平成19年度

だったでしょうかね、行ったんですけども、そ

れは必ずしも適切ではなかったという反省の上

で、財団そのものにもう少し私どももいろいろ

なお手伝いをしていかなきゃいけないというこ

とで、今回のような形の指定管理者をとらせて

いただいたということです。 

 ちょっとはっきりとした明快な答弁じゃなく

て恐縮なんですが、議員おっしゃることはよく

理解できますし、本来であればもっと違った団

体があればいいのだというふうに思いますが、

やはり現在のところは文教の杜が一番適してい

ると。せっかく文教の杜で、何というか、うま

く活用するためにできた財団を使わない手はな

いという、そういう私は考え方で今回も公募じ

ゃなくお願いしたいと思っております。以上で

す。 

○小関勝助議長 10番、町田義昭議員。 

○１０番 町田義昭議員 市長の答弁は、私も十

分その点については理解はしております。ただ、

役員体制について、市長も副理事長に入ってお

りますし、また評議員会の中に副市長並びに教

育長も入っておられるというこの姿が果たして

望ましいのかなと。そのことについてお考えを

いただきたいなと思います。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 財団のほうに市長が入ってたり、

理事として、あるいは副市長が評議員として入

ってるということが適切かということは、財団

としては私は適切だというふうに思ってます。

それは、財団が設立されました平成５年から、

当初から当時の平市長が副理事長として入って

ますし、助役も評議員、そして収入役は監査と

いうことで入ってます。次に目黒市長になりま

しても同じように副理事長、助役、収入役も同

じだったわけです。私もそれを引き継いでおり

ます。ですから、財団としては市が100％出捐

金を払っておりますので、これはかかわるのは

当然だろうと。ただ、指定管理にじゃあ文教の

杜が適切かと言われると、ただいま申し上げま

したように財団というのは文教の杜をうまくや

はり生かさなきゃいけないということで、さま

ざまな市民の皆様の思いが結局財団の設立に至

ったわけです。したがって、指定管理をじゃあ

公募でするということで文教の杜にしないとす

ればですね、財団そのものをどう生かしていく

かということが非常に希薄になる、希薄じゃな

いですね、非常に財団の目的、設立趣旨が薄れ

てくるというふうに考えてますので、それとこ

れとは話は別だということで私は考えていると

ころでございます。 

○小関勝助議長 10番、町田義昭議員。 

○１０番 町田義昭議員 その点については十分

理解をするものでございますけども、私はやは

り文教の杜というのは文化芸術の基点になって

いるのかなと、長井市の場合、そういうふうに

考えておるものですから、さまざまな他市の状

況なども気にかかるわけでございます。米沢市

は伝国の杜を中心とした文化芸術と、南陽市の

場合は夕鶴の里、あるいは宮内の蔵ですか、あ

そこを中心とした文化芸術ということで、私も
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たまたま20年ほど前を振り返ってるんですけど

も、高畠のまほらに行ったときに、あそこの係

の人といろいろお話をさせていただいて、長井

市さんはうらやましいですねと、本当に文化芸

術に対しては置賜で一番レベルの高い自治体だ

というふうに言っていただいた記憶があるんで

す。それからずっと20年経過してるんですけど

も、果たして現在がそういう状況に長井は立ち

位置としてあるのかなというふうに考えたとき

に、必ずしもその地位はどうなんでしょうかね

と、少しクエスチョンがついてきてるんでない

かなというふうに心配もしておったものですか

ら、やはり民間の方々の英知を絞って文教の杜

ながいを充実させていただきたいなという一心

で今ちょっと質問をさせていただいておるわけ

で、やはりもっともっと民間の英知が吸収とい

うかね、注入できるような環境づくりにぜひ努

力をしてほしいなと、指定管理をすることによ

って。その点について市長の見解をお伺いしま

す。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 町田議員のお考えはよくわかり

ました、それで、このたびの理事会、前理事長

が辞任をされるということで、辞任の届けがご

ざいました。それで臨時理事会を開いたわけで

すが、今後の理事をじゃあどうしようかと。理

事長は理事の中の互選でございます。文教の杜

の規定では理事は５名から７名というふうにな

っておりまして、前理事長が辞任されますと理

事の数が足りないということ、それから、７名

まで理事を増やせるということでありましたら、

５名でございましたんでぜひ７名まですべきじ

ゃないかということで、理事の皆様からぜひど

なたがいいか推薦していただきたいということ

とか、あと教育委員会なんかでもどなたか理事

の人にどういう人が適任か出していただきたい

ということでお願いしたわけでございます。あ

る程度名前が出てくる段階で、その際にぜひ私

も議会のほうからはやはり市長が副理事長にな

ってるのは指定管理者を受ける団体があんまり、

違法的なことではないんですが適正じゃないと

いうふうに思っておりましたので、私も皆様の

考えで適切じゃないということであればこの際

引くということも考えたいと、いかがでしょう

かということなどもお伺いしました。理事会の

中では、むしろ行政と財団は一体で財団の目的

を遂行することが望ましいという声が全員でご

ざいましたので、私は留任させていただいたと

いうことであります。 

 失礼しました、ちょっと間違って申し上げて

おりました。文教の杜の定款によりますと、理

事は３名以上８名以内となっておりました。大

変、おわびして訂正させていただきますが、最

大限やはり理事をふやすべきだということだっ

たんですが、結果として現在は７名ということ

になっております。 

 それで、それらについて今度は評議員会でご

承認をいただかないと理事は決定できないとい

うことで、評議員会でも同じ旨の、私も副理事

長として理事長にかわって出席させていただい

て、評議員の皆様からご意見をいただきました。

やはり評議員の皆様も、一般財団の文教の杜は

市と一体となって取り組むべき課題もたくさん

あるので、ぜひ留任すべきだというようなご意

見を全員いただきましたので残らせていただい

たという経緯でございます。 

 町田議員の趣旨もよく理解できますが、そん

なことでまず当面は、まだまだ体制が整ってな

いと、遅れた長井の芸術文化がここ20年ぐらい

で少し停滞してるということのご指摘でもあり

ますし、やはり行革でなかなか思うようにでき

なかったこともありますが、ぜひそれを挽回す

べく、まず少しの間はこのままとどまらせてい

ただきたいと、努力していきたいというふうに

思いますんで、よろしくお願いいたします。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 



 

―９― 

○１４番 髙橋孝夫議員 ２点ほど、確認も含め

てお聞かせをいただきたいと思っているんです

が、平成26年度から文教の杜の指定管理は３期

目に入るということになるわけですけれど、そ

の際にこれまでの２期の指定管理を踏まえて評

価をしているわけです。私、12月の質問でも申

し上げましたけれども、評価の中にはいろいろ

あって、指摘事項も同時にあったというふうに

理解をしているわけですけれども、このたび指

定管理者となる一般法人の文教の杜が、いろい

ろな評価の中で言われている指摘、あるいは改

善事項、あるいは提言を受けた内容、それらを

どう具体化していくのかというふうなところに

ついてはどのような整理がなされているのか、

ぜひこの際お聞かせをいただきたいというふう

に思います。 

 もちろんこれから検討していかなきゃならな

い課題もありますから、これはこう、これはこ

う、これはこうというふうにはなかなか回答で

きないところもあるんでしょうけれども、方向

性としてこうだというところについてはぜひ概

略的にお示しをいただきたいというふうに思い

ます。課長でしょうか、お願いをします。 

 もう一つは、今ほど町田議員からもありまし

たけれど、私もというよりも、この間の文教常

任委員会協議会の中でも出されました、やはり

指定管理者を出すほうと受けるほうの体制のあ

り方というのは整理をしなきゃいけないんだろ

うなというふうに思っています。今、市長から

は平成５年当時のいきさつ、こうだったんだと、

それを引き継いでいるのだというお話がありま

したけれども、それは当時はそうだったのだと

いうふうに思うんです。ただ、いつまでもその

体制を踏襲していいのかというふうになれば、

私は整理をする必要があるんだというふうに思

うんです。長井市長が指定管理者を指定をする、

いわゆる公の立場で、受けるほうにも市長も副

市長も、それから教育長も入った団体が受ける

というのは、これは法上は問題ないというふう

にしていても、でもやっぱり整理をしなきゃな

らないんだというふうに私は思うんです。 

 答弁の中にあるんですけれど、行政と一体で

というのは考え方はわかるんですが、しかし、

それがいつまでもそうではならないんだという

ふうに私は思うんです。平成５年の結成当時は

一緒にやりましょう、行政と一体でなきゃいけ

ないというのは、それはわかります、設立の趣

旨からいったって経過からいったってそうです。

だけど、20年たってまだ同じというのは、これ

はやっぱり考えていかなきゃならない課題だと

いうふうに思うんです。もちろん、そうは言い

つつも、今回臨時に理事会を開いて評議員会を

開いて、そして新たな体制を立ち上げたばかり

ですから、すぐどうこうというふうにはならな

いと思います。市長が言われているように、当

面はこれでやらせてもらいたいということも理

解できます。だとするならば、将来ここは見直

して、こういうふうに進んでいきたいという、

そういう見解は示していただく必要があるんだ

というふうに私思うので、そこについては、後

段については市長からそれぞれ答弁をいただき

たいと思います。 

○小関勝助議長 齋藤理喜夫文化生涯学習課長。 

○齋藤理喜夫文化生涯学習課長 お答えいたしま

す。 

 指定管理に関する評価と今回、これまでの検

討の状況というふうなことかと思います。評価

につきましては、指定管理者側から施設の維持

管理に関すること、特に施設の安全、あるいは

修繕に関する部分、それから経費の節減に関す

る部分というふうなところで、採点が厳しくと

いいますか、自己評価として低くなってござい

ます。それからもう一つは、職員の配置に関す

ることというふうなところで低い自己評価が出

されてございます。総体といたしましては、施

設の維持管理の部分について、指定管理者側が
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低い評価をしているというのは、現実的にこう

いうふうな状況ですというふうなことで低く評

価をしたものだというふうに考えてございます。

その点につきましては、設置者側としての対応

が必要な部分があったというふうなことでござ

います。これについては、指定管理料とは別に

修繕、あるいは大規模修繕工事といったふうな

形での対応を今後とも計画的に進めていく必要

があるだろうというふうに思ってございます。 

 それから、運営に関する部分で、職員の配置

に関する部分が点数的には低い自己評価を得て

ございます。ただ、それ自体は、これまでの私

どものほうからの指定管理の基本的には、積算

というふうに言ってしまったほうがわかりやす

いかと思うんですが、指定管理の積算の範囲の

中で対応していくというふうな部分ではかなり

難しい状況があったというふうなことで、自己

評価として厳しい点数を記入されたというふう

なことであったと思います。それに対しまして、

第三者機関からの評価といいますか、意見につ

いても、そうした指定管理者側の状況をきちっ

と把握をしながら職員体制、それから専門的な

知識というふうなものを持った体制が必要なん

だろうというふうな評価、意見をいただいたと

いうふうなことでございます。その点について

は、指定管理に係る基本的な考え方であろうと

いうふうに思います。その点につきましては、

今回の補正の提案の内容である程度、一定程度

の方向性を果たすことができたのかなというふ

うに考えております。以上です。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋議員のご質問にお答えした

いと思います。 

 先ほどの町田議員のご質問でもお答えしまし

たように、いずれ市長なり副市長、あるいは教

育長も評議員として入っておりますが、市のほ

うの特別職が理事なり評議員に入るということ

について必要かどうか、適正かどうかというこ

とについては、理事会、そして評議員会でしっ

かりと意見交換をしていきたいというふうに思

ってます。ただ、臨時の理事会、評議員会をこ

としに入ってから行ったわけでございますが、

その際には、ぜひまずは市と一体となって文教

の杜の財団が目的に向かっていろんな事業を展

開することが長井市の芸術文化の振興なり、あ

るいは文教の杜を含めた長井の心の醸成に必要

不可欠だろうというようなお話でございました

ので、当面はぜひ残って私も努力しなきゃいけ

ないと思っております。 

 個人的には、残念ながら芸術文化としては非

常に私も勉強不足であり、また、教育委員会が

大体所管してる部分については残念ながら決裁

権もないという状況でございますので、やはり

20年たっても文教の杜の財団の目的とか事業と

いうのは変わってないわけでありまして、そう

いった意味では、まずはどのぐらいの期間と言

うにはここでちょっと限定はできない、断言は

できないんですけども、もう少しやはり財団そ

のものの運営というのは非常に難しいと。よう

やく職員の１名体制から、ここ指定管理３回目

受けた３年間の中で２名なり３名と、また、学

芸員についてもどうするかということなども検

討できるような状況になりましたので、それか

ら、もう少し引き続きしっかりとした財団とし

ての自主性が出てくるまではやっぱり市のほう

でも、教育委員会はもちろんですが私もよく理

解して、行政側と教育委員会と、それから文教

の杜一体となって、ぜひこの大切な市民の財産

を維持発展をさせていきたいというふうに思い

ますので、よろしくご指導、ご理解賜りますよ

うお願いいたします。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 それぞれ答弁いただき

ましたけれども、わかる、わかるというかね、

言ってること大体わかります。ただ、体制の問

題でいえば、市長が先ほど来おっしゃってる中
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身からいえばね、じゃあ何で行政と一緒にいろ

いろな事業を展開をしなきゃならない団体が指

定管理者の団体になるのかというような根本的

なところに帰ってしまうんです。それだったら

直営でやったほうがいいんじゃないかというふ

うになるわけですよ。そういうふうに逆にね、

考えざるを得なくなってきてしまうなという、

私はそういうふうに思うんです。それではまず

いので、指定管理という制度をとる以上は、や

はり見通しはきちっと示さなきゃいけない、整

理もしなきゃならないというふうに思うんです。 

 私は、これは３月の定例会で多分一般の法人

の文教の杜ながいが指定管理者という形での議

案というかが提出をされるんでしょうけれども、

そうなったときに３期目の指定管理の中で、だ

から３年間ですよね、その中で整理をしていく

課題の一つに挙げて、これもやっぱり進めてい

くのだと、文字どおり指定管理者制度のよさ、

これを生かせるような、そういう体制をとって

いくのだということは、答弁の中でいただいて

おかないとちょっと難しいなというように思う

んです。そこは見通しですから、そこのところ

については市長からきちっと明言いただいてお

きたいというふうに私は思うんですけれども、

いかがですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋議員がおっしゃる考えもあ

ると思います。確かに指定管理者なんだから、

これは行政と別に受けたところはしっかりやれ

と、そこと発注者が、例えば発注といいますか

ね、お願いする側が同じ人物だと、その中に役

員が入ってるというのは、これは適正じゃない

ということをおっしゃってるのかもしれません

けども、こういうちょっと語弊があるかもしれ

ませんけども、例えばこの辺でしたら山形市と

か米沢市とか鶴岡市、酒田市とか、そういった

ところだったらそのほうがいいかもしれません。

しかし、私たち長井市の規模ではむしろ一緒に

なったほうが、法的に問題なかったら私はいい

と思ってます。しかし、私自身が別に理事に入

って自分の意向をどうのこうのじゃなくて、よ

く財団の中身を理解できるということでの考え

方です。ですから、私が財団を引っ張っていく

ということは、８年目でございますけども残念

ながらそんなことはしておりませんし、勉強の

場だと思ってるわけですね。そして、むしろ行

政側でもっと教育委員会なり、あるいは財団の

ほうにどういったお手伝いをするかと、なかな

か理事の皆さんと、あるいは評議員の皆さんと

意見交換をする場というのは設けられない。設

けてこなかったと言ったほうが正しいのかもし

れませんけども、そういったことも踏まえて、

私はもう少しいるべきだろうと。残念ながらな

かなか、理事会が公務とダブって出席できない

ことが大部分でした。しかし、そういったこと

の反省も踏まえて、やはり財団の実情なり、理

事の皆さん、評議員の皆さんのご意見をよく伺

って、今度は行政の立場でいろんな支援を、あ

るいは十分なお手伝いをいろんな意味でしなき

ゃいけないというふうに思っております。 

 したがって、まずこの３年間でその辺ははっ

きりしたらどうかということですが、ここはや

はり先ほどから申し上げてますように、私は残

ることについては全く固執してないんですね。

理事の皆さん、あるいは評議員の皆さんもそれ

は議会の皆さんの意向もそういうことであれば、

我々でやるので市長なり副市長、教育長は役員

として残らなくてもいいということでございま

すれば、私は私も含めて副市長、教育長も２年

任期でございますので25・26、次が27・28です

から、27年の改選のときに理事から外れるかど

うかは別として、そういったご意向もお伺いし

ながら決定していきたいと。今この場で、髙橋

議員のおっしゃることはよく理解できますけど

も、やはり一旦理事会に、評議員会にご承認い

ただいたわけですから、その上で考えていきた



 

―１２― 

いと。 

 私は先ほど申し上げましたように、むしろ長

井市規模だったら、指定管理者でお願いする側

と受ける側が同じ人間がいたらまずいというこ

とは法的に問題なかったら、むしろ一体のほう

がスムーズにいくというふうに私自身は思って

ます。でも、それが適正じゃないと議会の皆さ

んがおっしゃるんであれば、それはもう一度理

事会、評議員会のほうに諮らせてもらって、そ

の指示を、決定を重視したいというふうに思い

ます。 

○小関勝助議長 14番、髙橋孝夫議員。 

○１４番 髙橋孝夫議員 何でそういうふうにな

るのかなととても理解できないんですけども、

私は、３期目の指定管理の中で行政がしなきゃ

ならない課題があるんでしょう、それをちゃん

とやって引き継げるようにしたらいいんじゃな

いですかと言っているんです。それが整理だと

私は思うんですよ。そういう意味で申し上げて

いるし、先ほど来申し上げてるのは、新たな体

制を立ち上げたばかりなんだから、それを極端

に言えばあしたにじゃあもう一回やってかえろ

なんて、そんな言い方はしてないんですよ。今

かかわっているわけだから、かかわりをこれま

でなんかよりはもっと密にして、行政が本当に

やらなきゃならない課題、これ指摘をされてる

わけですから、これもきちっとやる。指定管理

が本当に目指す方向、これを３年間で築き上げ

ていくのだということを私は決意としていただ

きたいというふうに申し上げてるんですよ。い

かがですか。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋議員おっしゃるのが正論だ

と思います、確かに。３年あればしっかりと、

これは教育委員会のほうにお願いしていくわけ

ですけども、その体制は私どものほうから教育

委員会のほうに十分な職員を送る、あるいは予

算をつけるということが前提でありますけれど

も、ただ、どのぐらいの体制が必要なのか、教

育委員会がですよ、文教の杜に対してさまざま

な支援策なり、いろんな意味での支援策ですね、

そういったものについてもう少し教育委員会の

ほうと話をしなきゃいけないというふうに思っ

てますし、まず３年間ということについて、例

えば文教の杜については今まで平成22年度に答

申をいただいております。文教の杜の将来構想

ということで色摩武愛委員長のほうからいただ

いておりまして、その中にはソフト、ハードい

ろいろございます。例えば長井の大切な宝が残

念ながら保存状況がよくない、これの収蔵庫、

あるいはたくさんの美術品があるわけですから、

そういったものを長沼彫塑館以外の作品を展示

するような、しかも市民の発表などもできるよ

うな展示施設等々のご意見などもございました。

あとはちょっと質は違うんでしょうけども、や

はり古代の丘なども長井の心の原点の一つであ

ると。ですから、そういったところなども踏ま

えなきゃいけないと。これはまた別な方面から

のご意見などもございます。そういったところ

をまず何とか、３年間でどこまでできるかです

けども、一つの基準として頑張ってみたいとい

うふうに思います。その上で、理事会、評議員

会の皆さんと意見交換をして方向性を定めてい

きたいと。ここの場で、じゃあこの３年間で行

うということについて、個人的にはやはり３年

間ぐらいで自立できる、失礼な言い方ですけど

も、財団としてしっかりと指定管理者としてい

ろんな事業も含めて、行政とは全く独立してで

きるような体制をとれるようにまず努力しなが

ら、まず３年というのは確かに一定のめどだと

思いますので、それを目標に努力してまいりた

いというふうに思います。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 最初に、定款でどういう

ふうに解釈すればいいのかなというふうにまず
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思うんですけども、まず評議員ですね、第４章

第９条、これ評議員３名以上８名以内置くとい

うふうにございます。理事が、これも同じく８

名まで置けると。今現在７名ですよね。仮に現

実的にはこういうふうにはなんないんでしょう

けども、こういうふうにって、これから言うこ

とです。例えば評議員が５名しかいないと、理

事が７名ですと。それでもいいわけですよね、

８名以内ですから。ただ、その次のページに、

評議員は第９条に定める定数に足りなくなると

きは、任期の満了または辞任により退任した後

も新たに選任された者が就任するまで、なお評

議員としての権利義務を有すると現にあります。

例えば５名の評議員がいて、何らかの理由によ

って３名の評議員が辞任の申し出があったと。

こうしますと、評議員会としては３名以上８名

以内ですから定数が足りなくなるわけですよね。

この場合に、そういう場合は新たに選任された

者が就任するまで評議員としての権利義務を有

するというふうになるわけなので、その辞任の

申し出があった評議員については、なお評議員

としての権利義務が発生しますよということの

解釈になるんだろうなというふうに思いますけ

ども、例えばこれが８人いて、３人の方の評議

員が辞任の申し出があったとした場合には、定

数が今度５に減るわけですから、５ということ

は定款上の評議員の体制ですね、３から８を満

たしてるわけですよね。こういうケースの場合

は、退任の希望、申し出があった評議員の方は、

この新たに選任された者が就任するまで評議員

としての権利義務を有するということには該当

しないと、こういう解釈ですか。課長か、ちょ

っとどなたでも結構なんですけど、その解釈の

仕方です。 

○小関勝助議長 齋藤理喜夫文化生涯学習課長。 

○齋藤理喜夫文化生涯学習課長 お答え申し上げ

ます。 

 今の議員のご指摘でございますが、定款の文

言を見る限りはそのように解釈してよろしいの

じゃないかというふうに思われます。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 私が考えるようなことは

起こり得ないようにやっていくんでしょうけど

も、そういう点から考えますと、評議員の定数

の３名以上８名以内で置くというふうにありま

すが、３名というのはやっぱり少な過ぎるので

はないかというように思うんですよね。いわゆ

る評議員の権限から見ますと、かなり大きい権

限がございます。そして、３名の評議員会でこ

れを決議をするというのは、仮にですよ、３名

しかいない、３名でも成り立ってるわけですか

ら、これは余り適正ではないのではないかとい

うふうに思われるわけですね。そういったこと

で、こういったことの組織の定数などについて

は見直しをしていく必要性があるのではないの

かなというふうに思ったんですけども、この点

いかがでしょうか。 

○小関勝助議長 どなたですか。どなたが、答え

る人。 

○９番 蒲生光男議員 課長でも誰でも。 

○小関勝助議長 齋藤理喜夫文化生涯学習課長。 

○齋藤理喜夫文化生涯学習課長 お答え申し上げ

ます。 

 財団のほうの、当初の定款等がどのようにな

ってるか、ちょっと今の段階で確認をしてござ

いませんが、当初の段階を踏まえて今回の定款

づくりが行われたというふうに思われます。そ

ういったふうな経過等も含めて、改めて財団側

のほうにその状況を確認しながら、場合によっ

ては、定款の変更というふうなことも考えられ

るかどうかですね、基本的には財団側のほうで

検討していただくというふうな形になろうと思

います。以上です。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 そんなふうな、私が万が

一のことまで考えた、想定したことなんて起こ
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り得ないように努力なさるんでしょうけども、

でも、考えればそういうこともあり得ると、こ

ういうふうに思いますので、ぜひ先ほどの髙橋

議員と市長のやりとりじゃないですけども、適

正さを欠くなんていうことは申し上げませんが、

最適であるかどうかという点については、もっ

と検討すべき部分はあるんではないのかなとい

うふうに思いますので、検討していただきたい

なというふうに思います。 

 それから、この資料は協議会の資料か。３ペ

ージ目に事業運営について記載してございます。

②の事業運営の丸ぽちの２番目ですが、各種資

料の整理、長沼孝三作品図録、古文書解説など

のために市内外の専門家によるサポート体制を

つくるための謝礼金等を確保する。謝礼金等を

確保することについては何も異議はあるわけじ

ゃないんですが、いわゆる長井市の生い立ちか

ら特に合併までの間の１町５カ村のさまざまな

資料というのは蔵の中に保管してございますよ

ね。私、きのう実はちょっと調べ物があって行

ったんですが、まず古文書、草書体で達筆に書

かれてますから全く、ほとんど読めないんです

ね。３分の１ぐらい、こうだろうなというふう

にしか読めません。要はああいったものの整理

がどこまで進んでるのかなというようにちょっ

と非常に疑問を持ったものですから、要は長井

市の生い立ちにまつわる整理をああいったもの

から体系的に整備しておく必要性があるのじゃ

ないかと私は思うんですね。長井市が合併した

のが昭和29年11月15日、１町５カ村でやりまし

たというのは、例えば長井市の生い立ちを学校

で教える際も、それは言えると思います。しか

しながら、その前の段階で、じゃあ平野村の生

い立ち、平山小学校の生い立ち、九野本小学校

の生い立ちとか、さまざまな当時の出来事など

を整理されたものってのはちょっとなかなか探

しても、郷土史なんかには記述されてあります

けれどもなかなかない。ああいうものを体系的

にもっと計画的に整理されていくべきでないの

かなというふうに思ったんですけども、この点

についていかがでしょうかね。教育長なんです

かね。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 蒲生光男議員の質問にお答え

いたします。 

 このたびの債務負担の予算の中に、そういっ

たものに今までなかなか手をつけられなかった

ということがございまして、どういう資料をど

ういう段取りで、どういう順番に整理していか

なければならないのかということをまずは財団

側にそういうことに取りかかるという、そのた

めの謝金を盛り込んだということでございます。

それの中でさらにこの文章、文についてはもう

少し学術的に調べていく必要があるといったこ

とになれば、新たにやはり予算を盛り込んで専

門家にお願いしながらしていかなければならな

いということが出てくるのでないかなというふ

うに思います。貴重な財産が、資料があるとい

うふうには認識しておりますので、そのための

手間というのは一本になる予算というふうにご

理解いただきたいなというふうに思っておりま

す。 

○小関勝助議長 ９番、蒲生光男議員。 

○９番 蒲生光男議員 きょうの今の段階ではそ

のぐらいなんだろうと思います。ですけど、非

常に私たちの生い立ちを知るということは非常

に大事なことだと思うんですね。どのように体

系的に整備をしていくべきかも含めて、計画的

に段階的に整備されるようにぜひお願いをした

いと思います。これはお願いです。以上です。 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 12月の取り下げというか、

訂正からこの短期間の間にここまで方針や体制

づくりでご尽力されたということで、今の現時

点での状況やこれまでの流れから考えて認めざ
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るを得ないのかなというふうに思っているんで

すが、前から疑問に思っていたことをぜひここ

でまたご質問したいんですけれども、それは小

桜館のことなんですが、文教の杜は小桜館と丸

大扇屋、彫塑館、収蔵庫など一体として管理を

して、それを指定管理に出してるわけですけど

も、やっぱり小桜館というのはちょっと質が違

うのかなというふうに考えておりますし、いろ

んな方からそういったご意見を出されておりま

して、担当課長もその辺は把握していらっしゃ

る、教育長も把握していらっしゃると思います

けども、小桜館を整備したのは国交省のまちづ

くり交付金事業で整備をしておりまして、文科

省の予算はまず入ってないというふうに認識し

ておりますが、国交省の予算でまちづくり交付

金で、しかも交流センターという位置づけでま

ちづくりの拠点として整備されたことが経緯と

してあります。文化財保護の観点からの予算、

要するに文科省の予算ではないというふうに認

識しておりますので、当初、あそこはまちづく

りの拠点であるというふうに、交流センターで

あるというふうに説明を受けて、そのように頭

に入ってるんですが、ただ、今までの流れ、現

在の状況においてはこういう一体の管理もいた

し方ないんでしょうけれども、ぜひこの３年の

間にもう一回そこを考えていただきたいなと。

広い意味でのまちづくりの拠点にしていただき

たいと。 

 今の体制のままですと、どうしても狭い意味

でというんでしょうか、いろんな制約、縛りが

ありまして、そういった当初のまちづくりの拠

点というような位置づけにはなり得ない状況で

あるというふうに思っておりますので、まずこ

の管理体制、今の管理体制はしようがないとい

うふうに認識しておりますが、文教の杜という

もののあり方、市の方針としてぜひその辺のこ

とを検討していただきたいと思うのですが、こ

れは市長と教育長にもぜひお聞かせ願いたいと

思います。 

○小関勝助議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 我妻議員がおっしゃったことに

ついてはいろんな層から、各界各層からのご意

見が、特に小桜館の使い方についてはあるんだ

と思います。まちづくりを一生懸命なさってる

ところからはできるだけ自由に使えるように、

また、中で飲食をしたりとかということなども

考えていらっしゃるんだと思います。それもあ

る程度はわかります。あともう一方で、やはり

文化財として長井市の歴史的な有形文化財にな

ってるわけであり、なおかつ現存するものとし

ては全国で２番目に古い郡役所の跡だというこ

とがあって、これからの小桜館をどう長井の芸

術文化の振興なり、あるいはまちづくりに生か

していくかということについては、やはりもっ

ともっと議論であったり、またいろんなご提言

をいただきながら決定しなきゃいけないという

ふうに思ってます。 

 確かに平成22年度のまちづくり交付金事業で

改修をしたということであります。あとはトイ

レとかなんかは裏側のほうに設けて、それは前

の目黒市長から引き継いで私がまちづくり交付

金事業で３年間、４年間ですか、させていただ

きましたけれども、私の考えとしては、あの施

設はまず注目すべきは現存するもので２番目に

古いと。そこをある程度きちんと復元すれば、

県の重要文化財、有形文化財にはもちろん、国

の重文にもなるようなものだというようなお話

をいただいて、当初、小桜館に隣接して5,000

万円ぐらいの予算で貯蔵展示施設をつくるとい

うことでしたが、5,000万円では貯蔵展示施設

も非常に中途半端じゃないかということで、そ

れを今回のまちづくり、前回ですね、平成22年

度の工事ではできるだけバルコニーとか玄関部

分を復元したらどうかと、ちょっと予算的には

それでも足りなかったんでしょうけども、そう

いうふうに判断したところです。 
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 今後、今度事業名が都市再生整備事業になっ

たわけでございまして、今回の都市再生整備事

業では、文教の杜については残念ながら計画は

なかったんですけども、次の都市再生整備事業

でどういうふうに文教の杜もまちづくりに生か

していくかということで、これはぜひ、先ほど

申し上げましたように文教の杜の将来構想とい

うことで提言などもいただいております、諮問

もいただいておりますので、それも踏まえて、

都市再生整備事業は次回は平成29年度からでき

るわけでありますので、26年、27年、議論を重

ねながら使い方を検討していったらいいんじゃ

ないかなというふうに思ってます。現在のとこ

ろでは、残念ながら調理施設などもございませ

んし、中で飲食を提供できるということにはち

ょっと改造しなきゃいけないと。あと、木造で

ありますので、不特定の人がどんどん入ります

とかなり傷むということなどもあって、まずは

私の考え方としては、この29年からの都市再生

整備事業でそれらについて必要な部分を直して、

そして性格づけもしっかりして使っていったら

いいんじゃないかなと。現在のところは今の状

況でやっぱり文化的なものとして、あるいは有

形文化財として生かしていくという考え方で基

本的にいるところでございます。以上です。 

○小関勝助議長 加藤芳秀教育長。 

○加藤芳秀教育長 今、我妻 昇議員から質問あ

ったことについてお答えいたします。 

 私も基本的には市長と同じ考えでございます。

ことし教育委員会では、今年度の中で今後10年

間の教育振興計画をつくってございます。その

中で長井の心を次の世代につなぐという文言、

別な文言でありますけども、そういった考え方

で振興計画をつくってございまして、長井の心

の文化の発信の拠点となるのが文教の杜、もち

ろんその中の一角を担うのが小桜館でありまし

て、小桜館は市の指定文化財という大事な位置

づけでもございます。 

 現在、広い層の方々が小桜館を活用していた

だいてるというのも存じ上げております。その

中で、もっとこういう利用をしたいという声な

ども伺っておりますが、やはり文化の発信拠点

としての活用ということが基本になるのかなと

いうふうに考えております。もっと長沼孝三先

生の生き方に触れる、そういった機会もつくっ

ていきたいし、ワークショップのような創造を

感得できるような事業も考えていきたい。そん

な中では、小桜館の利用は非常にいい施設でな

いかなというように思いますし、また、今年度

実施されましたまちめぐり美術館なども見せて

いただきますと、本当にすばらしい利用のあり

方かなというふうに考えております。そんな形

で今後、財団のほうにもお願いしながら一層の

活用を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○小関勝助議長 ７番、我妻 昇議員。 

○７番 我妻 昇議員 私は芸術や文化を守って

いくというのはもちろん大賛成でありまして、

そういったことは丸大扇屋や彫塑館や収蔵庫の

ほうで十分役割が果たせるのであって、小桜館

は切り離したらどうでしょうかということです。

今まちめぐり美術館の話が出ましたが、私もお

手伝いさせていただきましたけども、とても使

いづらいという意見も出ておりますし、それは

現場にいる皆さんだったらよくわかっていらっ

しゃると思うんですけども、ぜひ今後、29年度

からの都市再生整備事業でということも検討し

てるということですので、ぜひ全国の事例なん

かも調べていただいて、県の重要文化財、国の

重要文化財を目指す、あるいはなったとしても、

いろんな意味で広くまちづくりやいろんな拠点

で使われているところもあるやに聞いておりま

すので、そういった部分を目指して、狭い使い

方ではなくて広い使い方で、広い視野で市民に

愛される施設にしていただきたいと思います。

答弁は要りません。 



 

―１７― 

○小関勝助議長 ほかにご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ほかに質疑もないので、質疑を

終結いたします。 

 それでは、討論を行います。ご意見ございま

せんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議案第１号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○小関勝助議長 起立全員であります。 

 よって、議案第１号は、原案のとおり決定い

たしました。 

 最後にお諮りいたします。本臨時会において

議決された議案の中で、条項、字句、数字、そ

の他整理を要するものについては、会議規則第

43条の規定により、その整理を議長に一任願い

たいと思いますが、これにご異議ございません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○小関勝助議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、整理を要するものについては、その

整理を議長に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○小関勝助議長 これをもって平成26年第１回長

井市議会臨時会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時１８分 閉会 
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